
田舎政治はゴメンだ！
市民行動

▼６年前に３千万円だった土地を市が１億円超で購入。

土地開発公社による善行の私有地取得問題　　要点

　実際に購入したのは市の１００％出資会社である土地開発公社。地主がその６年前に３千万円で購入していた
土地を２００９年１月に取得。これを２０１３年度までに市が買い取る計画。問題が発覚した２００９年９月の
市議会では元の値段も購入金額も市が非公開としていたが後に明らかになり１２月市議会で疑惑追及が本格化。

▼善行自治会連合会が出した「市民農園用地の確保を」との陳情
　が発端だから「地元の総意（　　）」。実は市議の口利き先行。
　陳情が出された２００８年９月以前の同年７月に既に地元の市議の要請で同用地の購入を副市長が検討し現地視察、
鑑定士が金額を算出してた事が１２月議会で明らかに。陳情を受けた際には同じ土地だと認識していなかったと副市長。
一方、善行自治会連合会会長は「地元の総意ではなかった」「確保とは買ってという意味ではなかった」と後に発言！？

▼農林水産課は陳情を断ったが、副市長が担当を市民自治推進課に　
　移して購入決定。口頭説明だけ（？）で市長が了承。事業計画を
　検討した形跡も文書も一切残っていない（？）１億円の買い物に。
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▼市議会 １００条委員会設置求める請願を否決

不要な議員は誰か。
土地公社・用地取得 － 疑惑隠しを許さない！

  議会運営委員会に付託されていた土地公社
・用地取得疑惑に関して１００条委員会設置
を求める２件の請願が３月１５日審査され、
採決の結果不了承となっていたが、１８日早
朝４時前に全議員を対象に改めて本会議での
採決が行われた。
 委員会採決で不了承に回った市長与党三派
から一名の議員が造反して良識を示したもの
の、残念ながら請願の趣旨に賛成１７反対１
８で否決され、１２月議会に続き今議会でも
１００条委員会設置は見送られた。

 この採決に先立ち行われた来年度予算案の
採決では、与党「ふじさわ自民党」から１０
０条設置に賛成して分離、他会派からの合流
組と結成された「自由松風会」が一般会計予
算に反対。やはり、１００条設置賛成派の「
かわせみ会」が前年度賛成から一転して一般
会計予算案に同じく反対する事態に。
  海老根市政への対応は土地公社の問題と「
地域経営会議」などに対する賛否で完全に二
分する市議会へと様変わりしたと言える。
  ６月市議会には議員の定数削減問題の議論
が予定されているが、一般的に減らせばいい
訳ではない。誰が不要なのか、これらの市政
課題を巡って海老根市政に無批判でチェック
機能の役割を果たさない議員が誰なのか。こ
の日の市議会の結果は少なくとも来年４月の
選挙まで語られていかなければならない。

【賛成１７名】市川和広（自民）
高橋八一、伊藤喜文、柳田秀憲、植木裕子、竹村雅夫、
真野喜美子（以上かわせみ）加藤一、河野顕子、
栗原義夫、渡辺光雄、宮戸光（以上自由松風会）
加藤なを子 、高松みどり 、柳沢潤次 （以上共産）
三野由美子（藤沢民主）原田伴子（アクティブ藤沢）

【反対１８名】松長泰幸、佐賀和樹、
桜井直人、佐藤春雄、諏訪間春雄（以上自民）
井上裕介、原輝雄、熊倉旨宏、鈴木明夫、
橋本美知子、浜元輝喜（以上さつき）大塚洋子、
大野美紀、竹内康洋、塚本昌紀、増井秀夫、
松下賢一郎（以上公明）矢島豊海（睦月会）

■「土地公社、私有地買い取り問題についての請願」
＜請願項目＞「１００条委員会」による審査をはじめ徹底し
た真相の究明。真相が明らかになった時点で、公金支出に関
わる責任の処し方についても市議会が明らかにすること。

■「平成２２年度藤沢市一般会計予算」
【賛成】自民党（６人－議長除）公明（６人）
　　　　さつき会（６人）睦月会（１人）
【反対】かわせみ会（６人）自由松風会（５人）
　共産（３人）藤沢民主党（１人）アクティブ藤沢（１人）

３/１８ 本会議

  ３月１８日本会議での自民、公明の討論においても提訴された事をもって１００条設置反対の理由とさ
れたのだが、提訴された市長自身が裁判での不利益を理由に証言を拒否するのならまだ理解できるが、議
会自らが三権分立の中にあって、自身の存在を否定する発言は到底理解できない。
　しかも、今回の行政訴訟（差止め請求）にできることは、「公社の取得価格が適正か否かの司法判断を
求めること」であり、「市による公社からの土地買い取り差止めを求めるもの」なので、係争過程で、用
地取得の必要性や公社取得価格の根拠など一定の事実解明は進められると予測できるが、事件全容の解明
それ自体が目的ではなく、違法性が争われるものの行政手続きの瑕疵や課題などを明確にする事や、特定
の人たちへの利益供与ではないのかというような市民からの疑念を解明するわけでもないのだ。
　一方の、市議会にできることは、「１００条委員会設置による事件全容の解明」から「責任の所在の明
確化」など、行政システムとしての適否やそれが機能したかどうかの判断など、議会として、用地取得や
関連事業の予算化に賛成するか反対するかいずれ求められる判断に対する責任が果たせるよう自ら審査す
べきなのである。
　そうでなければ、議会の責任において再発防止の提案も果たせないだろうし、そうであれば、本当に市
民から給料をもらって存在する意義は失われると言わざるを得ない。訴訟を言い訳にして、「１００条委
員会」設置を放棄した行為は厳しく非難されなければならないのだ。   ※「１００条委員会」説明は裏面

▼「訴訟」は１００条委員会反対の理由にはならない！

『すでに住民訴訟が地方裁判所に受理されたことから、その調査や判断等は司法の場
に委ねる事が適切であるという風に考えます。従いまして本請願の要旨に関する内容
は司法の場において疑念払拭される事を大いに期待し、両請願を不採択といたします』

３月１５日議会運営委員会／「さつき会」100 条反対の討論要旨

　２月市議会には１１１３名の署名
をもって請願を提出しました。
　ご協力頂いた皆さんありがとう
ございました。

　これって、議会は　不要ってこと？それとも、訴訟費用は　任せろって？


